
※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。早めの提出をお願いします。

   最初にチェック!

     

【事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 島根労働局職業安定部

事業主
チェック

安定所
チェック

提出書類 備考

1 （様式第10号）支給申請書

2

・売上高について、支給申請日の直近会計年度とその３
年度前の間で比べることができる書類（写）
・ローカルベンチマークの財務分析結果を示す書類
（写）及びローカルベンチマークの対象となった期間に
かかる財務諸表（貸借対照表・損益計算書・キャッシュ
フロー計算書等）
・生産性要件シート又は与信取引等に関する情報提供に
かかる承諾書

優遇助成を申請する場合、左記のいずれかが必要。

3 （様式第9号）対象労働者雇用状況等申立書

4
再就職援助計画対象労働者証明書（写）又は求職活動支
援書（写）

5 雇用保険受給資格者証（写）
特定受給資格者であって、再就職援助計画対象労働者証明
書（写）又は求職活動支援書（写）の提出が困難な場合。

6
雇用契約書（写）又は雇入れ通知書（写）等、雇入れ日
と期間の定めのない労働者として雇用されていることが
分かる書類

7
対象者に支払われた賃金が手当ごとに区分された賃金台
帳等（写）（雇入れ日から支給申請日までの分）

8 雇入れ日の属する月の出勤簿等

9 （様式第11号）職業訓練支給申請額内訳 「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。

10 （様式第6号）職業訓練計画認定通知書（写） 「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。

11 （様式第２号）職業訓練計画（写） 「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。

12
訓練受講者が立替え払いをしている場合、本人に返金す
るなどにより事業主が負担したことが確認できる書類

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。

13 （様式第12号）Off-JT実施状況報告書 「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。

14

Off-JTの実施内容等を確認するための書類
（実施主体の概要、目的、内容、実施期間、場所等のわ
かる書類〔事前に対象者に配布したもの等〕やカリキュ
ラム等）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。

15

外部講師（社外の者に限る）の謝金・手当（所得税控除
前の金額）を支払ったことを確認するための書類（講師
の略歴書等、領収書（写）又は振込通知書（写）、請求
内訳書〔領収書等で具体的な内訳が確認できないと
き〕）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業内訓練で実施した場合に必要です。

16

施設・設備の借上費を支払ったことを確認するための書
類（領収書（写）〔施設・設備借上費のわかるもの〕又
は振込通知書（写）、請求内訳書〔領収書等で具体的な
内訳が確認できないとき〕）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業内訓練で実施した場合に必要です。

17

学科又は実技の訓練を行う場合に、必要な教科書・教材
の購入又は作成費を支払ったことを確認するための書類
（領収書〔品名、単価、数量を明記したもの〕又は振込
通知書（写）、請求内訳書〔領収書等で具体的な内訳が
確認できないとき〕）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業内訓練で実施した場合に必要です。

18
訓練の受講者数を確認するための書類
（訓練の受講者数名簿〔受講者の氏名、所属の事業所名
が明記されたもの〕）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業内訓練で実施した場合に必要です。

早期再就職支援等助成金（申請・雇入れ支援コース） 提出書類チェックリスト

       【支給対象者に職業訓練を実施していない場合】
       ・支給基準日（雇入れ日から起算して６か月経過した日）の翌日から２か月以内

      【支給対象者に職業訓練を実施している場合】
　　・支給基準日（雇入れ日から起算して６か月経過した日）までに職業訓練の受講が終了している場合は、
　　　支給基準日の翌日から２か月以内、職業訓練の受講が終了していない場合は、職業訓練受講終了日の翌
　　　日から２か月以内

※令和６年４月１日から助成金の名称が変更になりました。（旧名称：労働移動支援助成金）
※令和６年４月１日以降に提出された再就職援助計画等の対象者または令和６年４月１日以降の離職に伴い
　雇用保険の特定受給資格者となった方が対象です。

提出期限

（ 月 日）



事業主
チェック

安定所
チェック

提出書類 備考

19 （様式第4号）訓練実施者の不正関与に関する承諾書
「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業外訓練で実施した場合に必要です。

20

受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等を
支払ったことを確認するための書類
（領収書（写）又は振込通知書（写）、受講料の案内
〔一般的に配布されているもの〕、請求内訳書〔領収書
等の金額が講習案内等と異なるとき又は領収書等で内訳
が確認できないとき〕）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業外訓練で実施した場合に必要です。

21
訓練の受講者数を確認するための書類
（訓練の受講者数名簿〔受講者の氏名、所属の事業所名
が明記されたもの〕）

「人材育成支援」の申請をする場合のみ必要です。
Off-JTを事業外訓練で実施した場合に必要です。

22 （様式第13号）OJT実施状況報告書
「人材育成支援」の申請をする場合で、OJTを実施する場
合のみ必要です。

23 （様式第5号）OJT評価シート
「人材育成支援」の申請をする場合で、OJTを実施する場
合のみ必要です。

24 （共通要領様式第１号）「支給要件確認申立書」 すべての助成金で申請の都度必要です。

25
（共通要領様式第１号）支給要件確認申立書（別紙）
　「役員等一覧」

すべての助成金で申請の都度必要です。

26  「支払方法・受取人住所届」

新規に助成金を受けようとする場合又は登録済の口座内容
に変更がある場合に提出が必要です。
※原則通帳の写し等支払い口座番号が確認できる書類が必
要です。

※上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。                                                                 【Ｒ
060401】


